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定住自立圏形成に関する協定書

南相馬市 (以下 「甲」とい う。)と 飯舘村 (以下 「乙」 とい う。)は、次のとお り

定住 自立圏形成に関する協定 (以下 「本協定」 とい う。)を締結する。

(目 的 )

第 1条 本協定は、定住 自立圏の基本的な考え方に基づき、中心市宣言を行つた甲

と圏域を構成する乙が、互いに有する資源の有効活用を図 りなが ら連携・協力 し、

圏域全体の暮 らしに必要な都市機能を集約的に整備することを基本に、必要な生

活機能を確保 して、「定住」「自立」のための安心で活力ある圏域を創造するため

に、定住 自立圏を形成することに関 して必要な事項を定めることを目的 とする。

(基本方針 )

第 2条 甲及び乙は、次条に掲げる事項を中心 とする政策分野において、地域の特

性を活か した都市機能及び生活機能を補完 し充実するために、機能の集約 とネ ッ

トワーク化を図ることとする。

(連携する取組の分野及び内容並びに甲乙の役割分担 )

第 3条 甲及び乙が相互に役割を分担 して連携 を図 り、共同 し、又は補完 しあ う政

策分野は、次の各号又は当該各号のアか ら力までに掲げるもの とし、その取組の

内容並びに当該取組における甲及び乙の役割は、それぞれ当該各号又は当該各号

のアか ら力までに規定するものとする。

(1)生活機能の強化に係 る政策分野

ア 医療

(ア)医 療体制の確保

a 取組の内容

高度 0特殊・先駆的な医療を担 う相双地域の基幹病院である南相馬市

立総合病院において、より安定 した圏域医療を確保す るため、十分な対

応ができる医師の確保、高度医療機器の充実、他の診療所 との連携強化

と体制整備、救急搬送の連絡網の整備を行 う。

b 甲の役割

(a)大学病院 との連携により専門医養成システムを構築 し、医師の確保

を図る。

(b)南相馬市立総合病院において、高度・特殊・先駆的医療の機能の維

持、向上のため必要な財源を確保 しなが ら高度医療機器の充実を図る。

(c)南相馬市立総合病院内に設置 した夜間小児救急外来を維持、充実 さ

せる。

c 乙の役害J

(a)広報や情報提供など甲の取組を支援する。

(b)福島県 ドクターヘ リの中継地点等、救急搬送時の連絡網を整備する。



(イ)圏 域内の一次医療 0二次医療の連携強化

a 取組の内容

圏域の医療体制を確保するとともに、限 られた医療資源を有効に活用

す るため、相馬郡医師会、南相馬市医師会など医療機関関係者等で構成

す る南相馬市地域医療在 り方検討委員会を中心に、医療機関の連携など

に取 り組む。

b 甲の役割

(a)圏域の医療体制の確保に向け、医療機関の連携や医療提供体制の在

り方を協議する委員会を設置 し、医療提供体制の整備を図る。

(b)医療連携が促進 されるシステムの構築を図る。

c 乙の役割

(a)甲 が構築するシステムを活用する。

イ 福祉

(ア)発 達障がい児への支援

a 取組の内容

発達支援室 (仮称)及び特別支援広域連携センター (仮称)で、乳幼

児期か ら学童期にかけて支援 を要す る子 どもの養育支援 と保護者の不

安軽減を図るとともに、発達に係 る関係機関と連携 し、支援のコーディ

ネー トを行 う。

b 甲の役割

(a)発達支援室 (仮称)及び特別支援広域連携センター (仮称)を有効

に機能 させ るため、運営に必要な人材を確保する。

(b)発達支援室 (仮称)及び特別支援広域連携センター (仮称)の効率

的な運営に取 り組み、乙と協議の上、必要な経費を負担する。

c 乙の役害J

(a)発達支援室 (仮称)及び特別支援広域連携センター (仮称)の運営

を支援 し、甲と協議の上、必要な経費を負担する。

ウ 教育

(ア)教 育文化施設等の相互利活用

a 取組の内容

南相馬市立中央図書館 を拠点 とした蔵書等の相互利活用をは じめ、そ

れぞれが所有する公共施設を相互に利活用する。

b 甲の役割

(a)南相馬市立中央図書館のサー ビス機能充実、雲雀ケ原陸上競技場の

第 3種公認認定更新など公共施設の充実を図る。

(b)公共施設の相互の利活用に向けた PRに努める。

c 乙の役割

(a)財団法人 日本陸上競技連盟公認フルをラソンコースの認定取得及び

整備など公共施設の充実を図る。

(b)公共施設の相互の利活用に向けたPRに努める。



工 産業振興

(ア)農 林水産業の振興に向けた支援センターの設置運営

a 取組の内容

圏域の農林水産業振興を目的 とした中核的支援組織である 「農林水

産業振興支援センター (仮称 )」 を設置 し、農業、林業及び水産業の後

継者の育成や新規就労や担い手の育成支援 をは じめ、生産技術や経営

力の向上のための研修会開催、相談・指導、商品開発や販路拡大を目

指 した第 6次産業化の取組など、地域基幹産業の持続的な振興に向け

て取 り組む。

b 甲の役割

(a)農林水産業振興支援センター (仮称)の機能を十分発揮 させ るため

乙と連携 して、効率的かつ効果的な事業展開や組織運営に必要な人材

及び財源の確保 を支援する。

c 乙の役割

(a)農林水産業振興支援センター (仮称)の機能を十分発揮 させ るため

甲と連携 して、効率的かつ効果的な事業展開や組織運営に必要な人材

及び財源の確保 を支援する。

(イ)観 光資源の活用 と特産品の開発・販売

a 取組の内容

山・川・海の自然景観や歴史・伝統・文化の地域資源など圏域に存す

る様々な観光資源を再検証 し、積極的に利活用を図るとともに、関連施

設等の維持保存や利活用など、必要に応 じた改修及び整備を行 う。

また、おもてな しの心はもとより、地域の産品を活か した新たな商品

開発や地域の古 くから伝わる郷土料理の提供など、来訪者に対する魅力

を更に倍カロさせるように取 り組む。

b 甲の役割

(a)乙 と連携 して、自然探索、史跡めぐり、山登 りなど、それぞれの 目

的に応 じた観光ルー トの設定や情報を発信する。

(b)乙 と連携・協力 して地域産品を活用 した特産品の開発や地域産品の

販売促進に取 り組む。

c 乙の役割

(a)あ いの沢、花塚山、野手上山などフォ レス トアメニティ機能を活か

した森林浴や散策路など、心身の健康づ くりの空間を創出する。

(b)甲 と連携・協力 して地域産品を活用 した特産品の開発や地域産品の

販売促進に取 り組む。

(ウ)有 害鳥獣対策の推進

a 取組の内容

有害鳥獣による農産物、林産物の被害防止や 日常生活への不安解消の

ため、それぞれの地区の有害鳥獣対策に加 え、圏域内における連携 した

捕獲活動の実施や農作物の被害防止活動を総合的に進める。



b 甲の役割

(a)情報収集に努めなが ら、乙と有害鳥獣対策に関 して緊密な情報交換

を行い、有効な手段を構築 し実行する。

c 乙の役害J

(a)情報収集に努めなが ら、甲と有害鳥獣対策に関 して緊密な情報交換

を行い、有効な手段を構築 し実行する。

オ 環境

(ア)新 田川・真野川水系の環境保全による水資源の確保

a 取組の内容

河川上流の環境保全が下流の生活を支えることになるので、上流の森

林において、水源の涵養、土砂災害の防止、二酸化炭素の吸収・貯蔵を

は じめ とす る地球環境保全な ど森林のもつ多面的機能の充実を推進す

る。

また、河川の水質保全のために生活排水対策等に積極的に取 り組む。

b 甲の役割

(a)乙 と連携 して荒廃が懸念 される水源地域の植林、間伐、下刈 り及び

森林の樹種の検討など森林環境の適正な保全に努める。

(b)生活・産業排水対策 としての合併処理浄化槽や家畜の堆肥、汚水処

理など排水浄化に取 り組み、適正な水質の保全に努める。

(c)乙の地域に係 る森林環境や水質の保全に係 る取組に対 し、乙と協議

の上、必要な支援策を講 じる。

c 乙の役割

(a)甲 と連携 して荒廃が懸念 される水源地域の植林、間伐、下刈 り及び

森林の樹種の検討など森林環境の適正な保全に努める。

(b)生活・産業排水対策 としての合併処理浄化槽や家畜の堆肥、汚水処

理など排水浄化に取 り組み、適正な水質の保全に努める。

(イ)低 炭素社会の形成

a 取組の内容

エネルギーは社会活動を支える基盤であるものの、化石燃料は地球温

暖化などの環境負荷を伴 うため、甲と乙が連携 して、二酸化炭素排出量

の削減に取 り組む とともに持続的に利用できるエネルギー資源への転換

を図 り、環境負荷の少ない低炭素社会の形成に向けた住民の意識の高揚

を図る。

b 甲の役割

(a)企業や家庭部門からの二酸化炭素排出量の削減の取組 を支援す る。

(b)公共施設に太陽光発電など新エネルギーの導入を促進 し、持続的に

利用できるエネルギー資源への転換を図る。

(c)地域資源の循環利活用による環境負荷の低減により、自然 と人間が

共生できる持続的なまちを構築するため、バイオマスタウン構想の実

現を図る。



c 乙の役割

(a)エ コハ ウスの整備や環境学習プログラムを開発 し、省エネルギーに

対する家庭での意識の高場を図る。

(b)公共施設にチ ップボイラーを導入するなど、バイオマスなどの新エ

ネルギーの導入を促進 し、持続的に利用できるエネルギー資源への転

換を図る。

力 衛生

(ア)ご み処理施設等の広域的利活用

a 取組の内容

ごみの広域処理の観点及び環境側面を考慮 し、甲の所有するごみ処理

施設の広域的利活用を図る観点から、乙の可燃 ごみを受け入れる。

また、現在広域的利用 としているし尿処理施設、斎場などの施設につ

いても、今後施設の更新 を行 う際には、引き続き広域処理の観点により

対応する。

b 甲の役割

(a)現有施設の計画的な補修により、施設を適正に維持管理する。

c 乙の役割

(a)ごみを適正に処理するため、分別収集 と資源の リサイクルを推進す

る。

(b)ごみ処理施設等の運営について、甲と協議の上必要な経費を負担す

る。

(2)結びつきやネ ッ トワークの強化に係 る政策分野

ア 地域公共交通

(ア)交 通弱者に配慮 した地域公共交通体系の整備

a 取組の内容

公共交通サー ビスを提供する交通事業者やサー ビスを受ける利用者、

関連する商業施設や医療施設など、行政 と様々な主体が協力・連携 し、

受益者負担を基本 とする地域一体 となつた持続的な公共交通システムの

構築を目指す。

b 甲の役割

(a)南相馬市公共交通活性化協議会において策定 した南相馬市地域公共

交通総合連携計画に基づき、デマン ドシステムの導入、路線バスの再

編など事業の推進を図る。

(b)上記計画に基づき新たな交通手段の実証実験を行い、検証結果を踏

まえ関係者間の調整 を行 う。

(c)甲 と乙を結ぶ唯一の公共交通機関である路線バスの原町り|1俣線にう

いて、乙と連携 し運行経路等を検証 し、その結果を踏まえ必要な整備

を行 う。

c 乙の役害J

(a)原町川俣線について、甲と連携 し運行経路等を検証 し、その結果を



踏まえ関係者間の調整 を行い、必要な整備を行 う。

(b)原町川俣線の利用実態及びニーズの調査を行 う。

イ デジタル・ディバイ ドの解消に向けた ICTイ ンフラ整備

(ア)情 報通信基盤の整備

a 取組の内容

甲、乙ともに携帯電話不通地域の解消並びに ICTイ ンフラの整備 を

図 りなが ら、これ らの基盤 を有効かつ効果的に活用 して、防災情報等の

電子メール配信、映像メデ ィア等を活用 した遠隔教育、図書館蔵書や公

共施設の予約システムなど共同・連携 したシステムを構築す ることによ

り、圏域内のネ ッ トワーク強化 を促進する。

b 甲の役害J

(a)甲 の地域の情報通信基盤の整備を図るとともに、甲が持つシステム

や専門的な人材 を有効に活用す る。

(b)乙 と連携 し、圏域を繋 ぐ人木沢地域の携帯電話不通話の早期解消を

図る。

c 乙の役割

(a)乙の地域の情報通信基盤の整備を図 りながら、甲との連携強化に資

するシステム導入を図る。

(b)甲 と連携 し、圏域を繋 ぐ八木沢地域の携帯電話不通話の早期解消を

図る。

ウ 地域の生産者や消費者等の連携による地産地消

(ア)圏 域の相互連携による地産地消の推進

a 取組の内容

圏域内の地域産品販売及び情報受発信の中核的施設である道の駅、サ

ー ビスエ リア地域拠点施設、まちなかひろば及びもりの駅が相互に連携

し、人や物の交流の促進や情報を共有 し、消費者ニーズに適確かつ迅速

に対応 しながら地産地消を推進するとともに、圏域外へ情報を発信する。

b 甲の役害J

(a)圏域内の直販所 と生産者のネ ッ トワークを構築 し、協力 と補完によ

る連携強化 と情報の受発信 を行 う。

(b)道 の駅 「南相馬」、サー ビスエ リア地域拠点施設、まちなかひろば

の中核的直販所の管理運営を支援する。

c 乙の役割

(a)も りの駅 「まごころ」の管理運営を支援するとともに、生産者 との

連携強化や情報の受発信 を行 う。

工 地域内外の住民 との交流・移住促進

(ア)地 域資源を活用 した都市農村交流拡大 と定住促進

a 取組の内容

都会生活者の田舎暮 らし志向の拡大や、力強い子 どもの成長を支える

教育活動の場が求められていることに鑑み、農家民宿などの地域資源を



活かす とともに、それぞれの協議会の連携を図る。

また、受入施設の整備拡充に加 え情報の受発信により、都市農村の交

流拡大 と IJUタ ーン者などによる移住者の受入れを促進する。

b 甲の役害J

(a)農家民宿の整備支援やハー トラン ドは らまちの再整備などにより、

受入基盤の充実を図る。また、子 ども農 山漁村交流に対応 した協議会

活動を支援する。

(b)ふ るさと回帰支援センターを核に、乙と連携 し定住や交流希望者に

対 して案内や情報を発信する。

c 乙の役割

(a)山 村の自然景観や農村資源 を活用 したフッ トパスを整備 して、都会

生活者に対する異空間の提供や地域住民 との交流 を甲との連携によ

り促進する。また、地域の連携により受入体制の中心 となる協議会を

設立する。             /
オ 共同設置による効率的な組織の運営

(ア)各 種審議会等の共同設置 と運営

a 取組の内容

圏域の課題を共有 し、限られた地域の資源を効果的、効率的に活用す

るため、各種審議会等についてはできる限 り共同で設置 し、運営す る。

b 甲の役割

(a)各種審議会等を有効に機能 させるために、運営に必要な人材等を確

保する。

c 乙の役害J

(a)各種審議会等の運営を支援するとともに、甲と協議の上、必要な経

費を負担する。

(3)圏域マネジメン ト能力の強化に係 る政策分野

ア 圏域内自治体職員の人材育成 と相互交流

(ア)取 組の内容

職員の資質向上及び圏域マネジメン ト能力を強化するため、合同研修、

職員の相互派遣交流を行 う。

(イ)甲 の役割

a 職員能力向上に向けた集合研修又は本取組以外の取組を推進するため

の研修を行 うに際 し、乙の職員の当該研修会への参加の機会を設ける。

b 広域的な視野に立つ ものの見方・考え方を養 うため、相互人事交流制

度を設ける。

(ウ)乙 の役割

a 職員能力向上に向けた取組の提案を行 うとともに、甲の取組を積極的

に活用する。



(事務執行に当たつての費用負担 )

第 4条 前条に規定す る取組の推進のため、甲乙は、前条において規定す るものの

ほか、必要な費用が生 じるときは、相互の受益の程度を勘案 し、当該費用を負担

するものとする。

2 前項の規定により必要 となる手続又は人員の確保に係 る負担並びに前条及び

前項に規定する費用の負担については、その都度甲乙が協議 して別に定めるもの

とする。

(協定の変更 )

第 5条 この協定の規定を変更 しようとす る場合は、甲乙が協議の上これを定める

ものとする。この場合において、甲乙は、あらか じめ議会の議決を得ることとす

る。

(協定の廃止)              ヾ

第 6条 甲又は乙は、この協定を廃止 しようとする場合は、あ らか じめ議会の議決

を経た上でその旨を他方に通告するものとする。

2 前項の通告は、書面によつて行い、議会の議決書の写 しを添付するもの とす る。

3 この協定は、第 1項の規定による通告があった 日から起算 して 2年を経過 した

日にその効力を失 う。

(疑義の解決 )

第 7条 本協定に定めのない事項及び本協定に関 して疑義が生 じたときは、その都

度甲乙が協議 し、決定する。

本協定の成立を証するため、本協定書 2通を作成 し、甲乙記名押印の うえ、それ

ぞれ 1通 を保有する。

平成 21年 10月  6日

甲 福島県南相馬市原町区本町二丁 目27番地

南相馬市長
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乙 福島県相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢 580番 地の 1

輻
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財
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鼈

飯舘村長 鷲 青真雄


